平成23年７月

愛読者各位

株式会社日本法令　出版部

『持分会社の登記の手続』初版
お詫びと訂正

本書中、下記の誤りがありました。謹んでお詫び申し上げます。

下記の箇所をご修正の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

記
●P157　下から９行目の以下の文章を削除

　また、債権者に対し２か月以上の期間内に債権の申出をすべき旨を公告し、知れている債権者には各別に催告しなければなりません（会社660）。
●P158　８行目の以下の文章を削除
　なお、法定清算の場合には、２か月以上の一定期間内に債権者に公告等をしなければならないこととの関連で、解散後２か月を経過した後でなければ申請することはできません（昭和33年３月18日民事甲572号通達）。
●P399　上から６行目の以下の文章を削除

　また、債権者に対し２か月以上の期間内に債権の申出をすべき旨を公告し、知れている債権者には各別に催告しなければなりません（会社660）。

●P399　下から７行目の以下の文章を削除
　法定清算の場合には、２か月以上の一定期間内に債権者に公告等をしなければならないこととの関連で、解散後２か月を経過した後でなければ申請することはできません（昭和33年３月18日民事甲572号通達）。
●P674　中段
「存続合同会社の合併による変更の登記」の添付書面につき、下記を追加してください。
　　　　　　　　　　　　　↓

シ　資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規92、61Ⅴ)

●P675　中段　合同会社合併による変更登記申請書内
　添付書類中、「消滅会社の登記事項証明書」の下に、下記を追加してください。

　　　　　　　　 ↓

　資本金の額の計上に関する証明書　　　　 １通

●P676　下段　FD記録例
　冒頭に下記を追加してください。
　　　　　　　↓

　「資本金の額」金○○万円
　「原因年月日」平成○○年○○月○○日変更

●P700　12行目　(4)登録免許税

【誤】合同会社が吸収分割承継会社となって吸収分割が行われた場合の吸収分割による変更の登記の登録免許税は、本店所在地では3万円、支店所在地では9,000円です(登税法別表第一24(一)ネ、(二)イ)。ただし、通常社員の加入を伴いますので、～
　　　　　　　　　　　　　↓

【正】合同会社が吸収分割承継会社となって吸収分割が行われた場合の吸収分割による変更の登記の登録免許税は、本店所在地では増加した資本金の額の1,000分の1.5(吸収分割会社の当該分割直前の資本金の額から分割直後における分割会社の資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)とされ、3万円に満たないときは3万円、支店所在地では9,000円です(登税法別表第一24(一)チ、(二)イ)。もっとも、分割直前及び分割直後という文言を読むことは困難であること等から、承継会社が資本金の額を増加するときは、常に1,000分の7の税率となるとされています(松井信憲「商業登記ハンドブック」543頁、登記研究707号193頁参照)が、筆者は、事実上の増税になるので反対です。ただし、社員の加入を伴うときは、～
